
評価基準による得点 ×
出席回数

義務出席事業数

義務出席を除くLOM事業
・委員会事業
・渉外事業など
※こっちは積極加点方式

例会、委員会、全体事業
（定款の定める義務出席）
全出席で倍数は1、半分しか
出なければ倍数が0.5になります


